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排出権に関する会計
AccountingforEmissionRights

平井 克彦

排 出権には専 ら第三者に販売する目的で取得す るものと自社使用を見込んで取得するものと

がある。本稿は,後 者の自社使用を見込んで取得 した排出権に関する会計処理について論ずる

ものである。

1排 出権取得のメ力ニズム

1997年12月,京 都市の国立京都国際会館で開催 された地球温暖化防止京都会議(第3回 国

連気候変動枠条約締約国会議)に おいて 「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」

(以下,「 京都議定書」 とい う)が 採択 された。「京都議定書」では,地 球温暖化の原因 となる

二酸化炭素などの温室効果 ガスについて,1990年 を基準 として,先 進国における削減率を設

定 した。各国が 「京都議定書」 を批准 し,そ れが発効 した場合,2008年 一2012年 の5年 間に,

温室効果ガスの排出量 を日本では1990年 比6%,ア メリカでは7%,EUで は8%削 減 しなけ

ればな らな くなった。わが国において 「京都議定書」は2002年5月31日 に国会 で承認 され,

2004年6月4日 に国際連合に受諾書が寄託され,2005年2月 に発効 した。

「京都議定書」の特徴 は温室効果ガス削減のために市場原理を導入 したことである。すなわ

ち,「京都 メカニズム」と呼ばれる 「共同実施 メカニズム」,「クリーン開発メカニズム」,「排

出権取引メカニズム」を導入 したことである。

「クリー ン開発メカニズム」とは,「 京都議定書」第12条 の規定 によ り 「温室効果ガス排 出

量の数値 目標(総 排出権)が 設定されている附属書1国 が関与 して,数 値 目標が設定 されてい

ない非附属書1国(途 上国)に おいて排出削減(又 は吸収増大)プ ロジェクトを実施 し,そ の

結果生 じた排出削減(又 は吸収増大)に 基づいてクレジットが発行 される1)」制度をいう。こ

れは先進国が途上国へ技術 ・資金等の援助を行い,削 減できた排出量分の排出権 を投資 した先

進国の温室効果ガス削減分の一部に充当することがで きる制度である。



36 一 経 営 論 集 一

「共同実施メカニズム」 とは,「京都議定書」第6条 の規定により 「温室効果 ガス排出量の数

値 目標(総 排出権)が 設定されている附属書1国 同士が協力 して,附 属書1国 において排出削

減(又 は吸収増大)プ ロジェク トを実施 し,そ の結果生 じた排出削減(又 は吸収増大)に 基づ

いてクレジットが発行 される2)」制度をい う。 これはそれによって得 られた削減量 を排出権 と

して投資国が取得で きる制度である。

「排 出権取引メカニズム」とは,「 京都議定書」第17条 の規定 により 「温室効果ガス排出量

の数値 目標が設定 されている附属書1国 間で排出権の取得 ・移転(取 引)を 行 う3)」ことがで

きる制度をいう。先進国が温室効果ガスを削減 した結果,削 減で きた排出量に対する排出権 と

して国や企業が売買す ることができる制度である。

市場原理 を取 り入れた 「京都 メカニズム」によって目標達成のための全体費用を低下 させる

ことが可能になると考 えられている4)。特に欧米に比較 して1990年 当時であってもエネルギー

効率の高かった我が国において,持 続的発展を遂げながら6%の 削減 目標 を達成す るためには

「京都メカニズム」を活用する必要がある5)。6%の 削減を日本のように限界削減 コス トの高い

国で達成することは難 しいが,「 京都 メカニズム」 を活用すれば,日 本国内で削減するのでは

なく,限 界削減コス トの低い開発途上国で削減した分を日本の削減実績に組み込むことが可能

である。「京都 メカニズム」は,削 減総量は世界的に見れば同 じであるが,先 進国と開発途上

国における限界削減コス トが異なることに着 目して,温 室効果ガスを削減 しようとするもので

ある6)。

「京都議定書」 に基づいて,政 府や企業が開発塗上国で温室効果ガスを削減 して排出権を取

得する事業が国際的に急増 している。 日本企業も温室効果ガスの排 出権を取得する活動を本格

化 させている。 日本企業の中には 「京都メカニズム」を活用 して海外で排出権を取得 している

企業 も存在する7)。

日本のような,す でに省エネ化が進んでいる国では,更 なる省エネ化による限界削減コス ト

は多額になる。それに対 して,開 発途上国の省エネが遅れている企業での限界削減コス トは少

額で足 りる。日本経済新聞の調査によると,日 本では,CO2の 排出量を1ト ン削減するのに約

9万8千 円必要であるが,海 外で省エネに取 り組み,排 出権 を取得す るコス トは1ト ン当 り5

-10ド ル程度 とのことである8)。

新 日本製鉄は中国のフロン工場で,温 暖化の原因となる代替フロンの回収事業に,リ コーは

インドで風力発電事業に参加 している9)。 また,王 子製紙は,マ ダガスカルで展開する植林地

をCO2の 吸収源として,排 出権の獲得 を考えている10)。企業はこれらの事業に取 り組んで削減

した分を,国 連の専門機関に登録 した上で排出権 として獲得で きる。そして,政 府は,民 間か

ら買い取った排出権 を温室効果ガス削減 目標達成のために自国の削減実績に加算できることが



一 排出権に関する会計 一 37

できるll)。

我が国では,景 気回復による企業活動の活発化によって省エネなどの 自助努力だけでは温室

効果ガスの削減が困難になってきてお り,排 出権への需要が増 している12)。各国政府は,発 電

所や製鉄所等の大企業 に対 して温室効果ガス排出量を割 り当て,そ れを超えた場合には課徴金

を徴収するといった制度の導入 を考えている。そこで,排 出量を超えそ うな企業は他から排出

量 を購入する必要に追 られるとことになる。排出権 を取得 した 日本企業が,排 出権を国内の企

業に売却せずに,海 外の企業に売却することもあ りうる13)。排出権が国際的な権利 として,取

引の対象 となって くる。温室効果ガスを削減 した結果,獲 得 した排出権を売買することが可能

になる。

総合商社各社は排出権 を国内外で販売する。三菱商事は海外市場開拓のために米国の仲介大

手 と連携する。三井物産は排出権 を初めて欧州企業に売却 し,丸 紅は日本企業のみでなく英国

子会社 を通 じて欧州企業に販売する。総合商社各社は,日 本が景気回復 に伴って温室効果ガス

を削減することが困難になってきているほか,欧 州での排出権取引市場が整備 されたのを機に

排出権の需要が高まると判断 して,排 出権取引に乗 り出 している。総合商社各社はこれ までに

開発途上国などで温室効果ガス削減 して獲得 した排出権 を必要 とする国内外の企業 に販売する

14)
。

皿 排出権の取得

排出権は会計的にどのような性質を持つ ものであろうか。排出権は資産なのだろうか。仮に

資産であるとすれば,ど のような性質を持つ資産なのであろうか。また,排 出権は資産 として

の性質 しか持たないのであろうか。あるいは,排 出権を取得することは債務を取得することに

なるか もしれない。では,仮 に債務 を取得するならば 取得 した債務はどのような性質を持つ

ものであろうか。排出権の性質を問題にするに当たって,排 出権がどのように取得 されるもの

であるかを検討 してみる必要がある。

排出権 を取得するモデルには,「 ベース ライ ン・アン ド・クレジッ ト」モデルと 「キヤップ・

アン ド・トレー ド」モデルという2つ のモデルがある。

「京都メカニズム」の 「クリー ン開発メカニズム」および 「共同実施メカニズム」は.「ベー

スライン ・アン ド・ク レジッ ト」モデルに よる排出権の取得を規定 したものであるis;。「温室

効果ガス排出量の数値 目標(総 排出枠)が 設定 されている附属書1国 が関与 して,あ るいは附

属書1国 同士が協力 して,数 値 目標が設定されていない非附属書H国(途 上国)あ るいは数値

目標(総 排出枠)が 設定されている附属書1国 において排出削減(又 は吸収増大)プ ロジェク

トを実施 し,そ の結果生 じた排出削減(又 は吸収増大)に 基づいてクレジッ トが発行 される
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16)」
。

「ベースライン ・アンド・クレジット」モデルは,市 場参加企業が温室効果 ガスの排出削減

(又は吸収増大)プ ロジェク トを実施 し,そ の結果生 じた排出削減(又 は吸収増大)に 基づい

て排出権が発行されるモデルである。 まず,規 制当局によって市場参加企業のベースラインが

設定 される。ある市場参加企業のベースラインは,排 出量削減プロジェク トが実施されなかっ

た場合における温室効果ガスの排 出量に応 じて設定 される。そ して,実 際あ排出量がベースラ

イ ンを下回った場合には,下 回った部分が排出権 とな り,市 場で取引 される対象になる。すな

わち,「 ベースライン ・アン ド・クレジ ット」モデルは,何 らかの 「ベースライン」排 出量か

ら下がった分 を 排出権 として認定 し,こ の排出権 を取引するモデルである。通常,温 室効果

ガスの排 出削減事業を実施 し,事 業がなかった場合に比べた温室効果 ガスの排出削減量を排出

権 として認定する17)。例えば,市 場参加企業は,発 展途上国における排出量削減プロジェクト

に投資することによって排出権 を取得す ることができる。参加企業は,排 出権を排出削減 目標

達成のために使用することもできるし,売 却することもで きる。

「ベースライン・アンド・クレジッ ト」モデルによって排 出権 を取得するということは,「ベー

スライン」.排出量から下がった分を排出権 として取得するということである。企業会計基準委

員会が平成16年11月 に公表 し,平 成18年 にその改正 を行 った 『実務対応報告第15号 排出量

取引の会計処理 に関す る当面の取扱い』(以 下,『排 出権取引の会計処理』)は,こ の場合の排

出権の性格について 「①京都議定書における国際的な約束を各締約国が履行するために用いら

れる数値であること,② 国別登録簿においてのみ存在すること,③ 所有権の対象 となる有体物

ではな く,法 定された無体財産権ではないということが京都議定書に由来する特徴 として挙げ

られる。また,取 得及び売却 した場合には有償で取引 されることから,… 財産的価値を有

している18)」と見ている。すなわち,排 出権を 「法定された無体財産権ではないが,無 形の財

産的価値があることから,会 計上は無形固定資産に近い性質を有 していると考えられる19)」と

している。

次に,「キヤツプ ・アン ド・トレー ド」モデルとは,温 室効果ガスの総排出可能量(総 排出枠)

を設定 した うえで,こ れを何 らかのモデルで個々の規制対象主体 に排出枠(allowance)を 割

り当て,排 出枠の一部の移転すなわち取引 を認める制度である。「キャップ ・ア ンド・トレー ド」

モデルにいう 「キャップ」 とは上限枠(数 値 目標)を 意味する。規制対象主体には最初にそれ

ぞれ排出枠の上限枠が割 り当てられ,そ の時点から取引が可能となる20)。すなわち,規 制対象

主体は排 出量 を一定のキャップにまで減少させるべ き目標値が最初に設定され,そ のキャップ

に等 しい排出枠が政府や監督官庁によって割 り当てられる21》。「キヤツプ ・アン ド・トレー ド」

モデルによって排出枠が政府や監督官庁 によって割 り当て られる場合,規 制対象主体には最初
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に排出量を一定のキャップのまで減少させるべ き上限枠(数 値 目標)が 設定 される。その後に,

そのキャップに等 しい排出権が発行される刎。

「キャップ・アンド・トレー ド」モデルは,個 々の主体ごとに一定の排出枠が規制当局によっ

て割 り当て られるモデルである。規制当局は,温 室効果 ガスの削減 目標 を達成するために,

個々の市場参加企業の排出許容量 に上限枠(数 値 目標)を 設定する。たとえば,排 出量の削減

につながるような新規 プロジェク トを実行 して,上 限枠を下回ることに成功 した企業は,そ の

企業の余剰排出枠を他の企業に売却することができる。反対 に,新 規 プロジェク トに失敗して

排出枠の上限を超えたためにペナルティーを支払わなければならない企業,あ るいは,新 規の

プロジェク トに着手 して排出量の削減 を図るよ りも市場で購入 した方が低コス トで経済的に有

利 だとして判断 した企業は他社か ら排出枠を購入することになる。

約定の期間にわたる排出枠 は期首に各規制対象主体に発行 され,実 際の排出量(emission)

は当期末後に検:証される23)。そ して,キ ャップを下回って減少 させることができれば 排出枠

を売却することができるが,キ ャップを上回って排 出量 を確保するためには,排 出枠 を購入す

る義務が発生す る24J。2004年12月 に公表 された国際会計基準審議会(IASB)国 際財務報告解

釈委員会(IFRIC)『 解釈指針』3号 「排 出権」(EmissionRights)(以 下,『 解釈指針』3号

という)は,「 キヤップ ・アンド・トレー ド」モデルによって取得 した排出権は 「政府 によっ

て発行 されたか購入 したかに関わらず,…IAS38号 にしたがって会計処理 されるべ き無形

固定資産である25)」としている。 『解釈指針』3号 は,排 出権をIASのframeworkの 「将来の

経済的便益が企業に流入する可能性が高 く,… 信頼性をもって測定で きる原価 または価値

を有する場合に,貸 借対照表に認識 される26)」無形固定資産であると考えている。

「キヤツプ ・アン ド・トレー ド」モデルによって排出枠が政府や監督官庁によって割 り当て

られる場合,規 制対象主体には最初に排出量 を一定のキャップの まで減少 させるべ き上限枠

(数値 目標)が 設定される。その後 に,そ のキャップに等 しい排出権が発行 される27)。したがっ

て,排 出 を行 った時には,排 出量 に等 しい排 出枠 を引 き渡す債務 を認識す る。 この債務は

IAS37の 範囲に含 まれる引当金に該当する認)。

皿 「キャップ ・アン ド・トレー ド」モデルによる使用目的排出権の会計処理

『解釈指針』3号 は 「キャップ ・アンド・トレー ド」モデルによる排出権取引についての会

計処理を示 している(para1)。

まずは,『 解釈指針』3号 に示 されている例 を例1,例2に アレンジ して,排 出権の会計処

理について検討 してみよう。 『解釈指針』3号 では排出権および排出枠引渡引当金の設定に当

たって価格が変動する例を用いているが,下 記の例では当期中に変動はないものとし,こ れら
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の公正価値 を1ト ン当たり10万 円とする。

【例1】

① 期首に年間12.000ト ンの二酸化炭素排出権の無償発行を受けた。

②6カ 月間で5,50Cト ンの二酸化炭素 を排出した。

③ 年度末に年間の12,500ト ンの排出量を測定 した。

④ 年度末に与えられた排出権 を超過 した500ト ンの排 出権 を1ト ン当た り10万 円で購入 した。

【会計処理】

① スキームに参加 している企業主体は政府あるいは行政機関によってそのキャップに等 し

い排 出枠 を支給 される。排出枠は,無 償で支給される場合 もある し,関 係者が一定の対価 を政

府に支払 う場合 もある。「公正価値以下で発行 された排 出権は公正価値で測定 される29)」。「支

払額 と公正価値 との差額はIAS28号 に規定する国庫補助金(governmentgrant)に 該当する

30)」
。 したがって,公 正価値が1ト ン当 り10万 円の排出権 を無償で受け取ったので,そ の会計

処理 は下記のようになる。なお,政 府か ら交付 を受けた国庫補助金には,資 本的支出に充てる

ことが要求されている建設助成金 と収益的支出に充てることが許 されている経営助成金 とがあ

る。 ここでの国庫補助金は収益的支出に当てる経費助成のためであるか ら,資 本ではな く利益

として処理する。また,排 出前であるか ら,そ の利益は未実現収益(繰 延収益)と して扱うこ

とになる31)。

(借方)排 出権120ρ00万 円(貸 方)国 庫補助金(繰 延収益)120,000万 円

② 排出 したことに伴い,排 出コス トに対応する国庫補助金部分 を実現収益 として認識する。

排出 した時,排 出量に等 しい排出枠を引き渡す債務 を認識する。この債務はIAS37の 範囲に含

まれる引当金に該当する32)。これらの会計処理は次のようになる。

(借方)国 庫補助金(繰 延収益)55,000万 円(貸 方)実 現収益55,000万 円

(借方)排 出枠引当損55,000万 円(貸 方)排 出枠引渡引当金55,000万 円

③ 排出 したことに伴い,国 庫補助金の残っている部分6,500(12,000-5,500)万 円を収益 として

認識す る。 さらに,7,000ト ンの排出を しているので,7,000ト ン分の費用を見積 もる必要があ

る。これらの会計処理は次の ようになる。

(借方)国 庫補助金(繰 延収益)65,000万 円'(貸 方)実 現収益65,000万 円

(借方)排 出枠引当損70,000万 円(貸 方)排 出枠引渡引当金70,000万 円

④ 追加の排 出権500ト ンの購入を認識するために次の会計処理を行 う。

(借方)排 出権5,000万 円(貸 方)現 金預金5,000万 円
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損 益 計算 書 は 次 の よ うに な る(単 位:万 円)。

前 半 後 半 一 年 間

実 現 収 益55,00065,000120ρ00

排 出枠 引 当 損55,00070,000125,000

当 期 損 益0▲5,000▲5,000

貸 借 対 照 表 は 次 の よ うに な る(単 位:万 円)。

期 首 中 間 期 期 末

〈 資産 の 部 〉

排 出権120,000120,000125,000

現 金 預 金.▲5ρ00

資 産 合 計120ρ00120,000120,000

〈負 債 の 部 〉

排 出枠 引 渡 引 当 金55,000125,000

国 庫 補 助 金(繰 延 収 益)120,00065,0000

〈 エ ク イ テ イー の 部>00▲5,000

貸 方 合 計120,000120,00012Q,000

当 年 度 に な され た 排 出 に 対 す る 義務 を履 行 し た と き,次 の 会 計 処 理 を行 う。

(借方)排 出枠 引 渡 引 当金125,000万 円(貸 方)排 出権125,000万 円

これ に よ って,排 出 に関 す る 損 失 は 排 出枠 引 当 損125,000万 円 か ら実 現 した収 益120,000万 円

を控 除 した5,000万 円 に な る。 この 企 業 が 排 出権 取 得 の た め に 追 加 的 に 支 出 した5,000万 円 と一

致 す る。

【例2】

① 期 首 に 年 間12,000ト ンの 公 正 価 値1ト ン当 た り10万 円 の 二 酸 化 炭 素 排 出権 を1ト ン当 り3万

円 で 受 け取 っ た 。

② 年 間 で12,000ト ンの 二 酸 化 炭 素 を 排 出 し,将 来 の排 出枠 を 引 き 渡 す た め の 責 任 に つ い て の

排 出費 用 を1ト ン当 り6万 円 と見積 も っ た 。

③ 排 出枠 を引 き渡 す た め に1ト ン当 た り6万 円 の 費 用 を現 金 預 金 にて 支 出 した 。

【会 計 処 理 】

① 国 庫 補 助 金 につ い て は,例1の 場 合 と同 様 に,未 実 現 収 益 と して 処 理 す る 。

(借 方)排 出権120,000万 円(貸 方)現 金 預 金36,000万 円

国 庫 補 助 金(繰 延 収 益)84,000万 円
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② 排 出したことに伴い,例1と 同様 に,国 庫補助金を実現収益 として認識す る。排出がなさ

れた時,排 出量に等 しい排出枠を引 き渡す債務 を認識する。これ らの会計処理は次の よう

になる。

(借方)繰 延収益84ρ00万 円(貸 方)実 現利益84,000万 円

(借方)排 出枠引当損72,000万 円(貸 方)排 出枠引渡引当金72.00(万 円

③ 排 出枠 を引き渡すための費用については設定されている排 出枠引渡引当金で充当する。ま

た,こ れで排出権は消滅す る。 したがって,会 計処理は次のようになる。

(借方)排 出枠引渡引当金72,000万 円(貸 方)現 金預金72ρ00万 円

(借方)排 出権償却費120,000万 円(貸 方)排 出権120,00(万 円

これによって,排 出に関する費用は,排 出枠引 当損72,000万 円および排出権償却費120,000

万円か ら事業を実行したことによって実現 した収益84,000万 円を控除 した108,000万 円になる。

この企業が支出した排 出に関する費用は排出権の取得に要 した支出36,000万 円と将来の排出枠

引当損72,000万 円の合計108,000万 円と一致する。

】V「ベースライン・アン ド・クレジッ ト」モデルによる使用目的排出権の会計処理

「ベースライン ・アンド・クレジット」モデルによって将来の自社使用を見込んで取得 した

排出権の会計処理について,『排出量取引の会計処理』は(1)他 者から購入 した排出権 と(2)

出資 を通 じそ取得 した排出権 を区別 して次のような会計処理 を示 している。

(1)他 者か ら購入する場合

① 支 出 時 ・ ・ 一 ・ ・ ・ ・ ・ …

② 排 出権 取 得 前 の期 末 評 価 ・ …

③ 排 出権 の 勘 定 科 目 ・ ・ ・ ・ …

④ 排 出権 取 得 後 の期 末 評 価 ・ …

⑤ 第 三 者 へ の 売 却 時 ・ ・ ・ ・ …

⑥ 自社 使 用 一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ …

(2)出 資 を 通 じて取 得 す る場 合

① 支 出 時 ・ ・ 一 ・ ・'● 　 　

② 排 出 権 取 得 前 の期 末 評価 ・ …

③ 排 出 権 の 勘 定 科 目 ・ ・ ・ ・ …

④ 排 出 権 取 得 後 の 期 末 評価 ・ …

⑤ 第 三 者 へ の 売 却 時 ・ 一 ・ …

⑥ 自社 使 用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …

・無形固定資産又は投資その他の資産

・取得原価

無形固定資産又は投資その他の資産

・取得原価(減 価償却をせず,減 損処理)

・無形固定資産又は投資その他の資産

・販売費及び一般管理費

・投資有価証券 関係会社株式,出 資金

・取得原価

・無形固定資産又は投資その他の資産

・取得原価(減 価償却せず,減 損処理)

・無形固定資産又は投資その他の資産

・販売費及び一般管理費
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本稿 では,(1)他 者から購入する場合や(2)出 資を通 じて取得する場合以外の排出権の性

質について検討 してみ よう。

「べ一スライン・アン ド・クレジッ ト」モデルによって排出権 を取得するとい うことは,「ベー

ス ライン」排出量を下回った分 を排 出権 として取得するということである。ここで,我 が国に

おいて実施すれば限界削減コス トが1ト ン当 り10万 円と高 コス トになる日本企業が 「京都メカ

ニズム」を活用 して,限 界削減 コス トが1万 円と低 コス トですむ開発途上国で排 出削減プロ

ジェクトを実施 したとしよう33)。そ して,削 減 した分が排出権 として発行され,そ れを日本の

削減実績に組み込むような例3を 検討 してみよう。

【例3】

① 日本企業は12,000ト ンの排出権を取得するため,途 上国において1ト ン当た り1万 円で温

室効果ガス排出量7,000ト ンの削減事業 を実施 した。

② さらに 日本企業 は途上国において1ト ン当た り1万 円で温室効果 ガス排出量5,000ト ンの

削減事業 を実施 した。

③ 日本企業は12,000ト ンの削減事業が完了 した結果 として,12,000ト ンの排出権 を獲得 した。

④ 日本企業は当期において11,500ト ンの排出量 を検証 した。

⑤ 日本企業は余った500ト ンを1ト ン当たり10万 円にて売却 した。

【会計処理】

① この段階では,ま だ排出権を獲得 しているわけでない。 したがって,無 形固定資産 として

処理することは不適当である。事業が完了 した時になって,初 めて排出権(無 形固定資産)

を取得で きるのであって,こ の段階では,完 成途上であることか ら,建 設仮勘定として処

理すべ きである。

(借方)建 設仮勘定7.000万 円(貸 方)現 金7,000万 円

② 上記① と同様の会計処理 を行う。

(借方)建 設仮勘定5ρ00万 円(貸 方)現 金5.000万 円

③ 事業が完了 し,排 出枠 を取得 したので,建 設仮勘定か ら排 出権(無 形固定資産)に 振 り替

える。

(借方)排 出 権12,000万 円(貸 方)建 設仮勘定12,000万 円

④12.000ト ンの排 出権のうち11,500ト ンを使用 したので,11,500万 円分を排出権 から排 出費に

振 り替 える。

(借方)排 出権償却費11,500万 円(貸 方)排 出 権11,500万 円

⑤ 残った500万 円の排 出権を50.000万 円で売却 したので,売 却益49,500万 円を計上する。
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(借 方)現 金50,000万 円(貸 方)排 出 権500万 円

売 却 益49,500万 円

V使 用目的排出権 の会計的性質

排出権には,「 キヤツプ ・アンド・トレー ド」モデルによって取得する排出権 と 「ベースラ

イン・アンド・クレジッ ト」モデルによって取得する排出権 とがある。それぞれのモデルによっ

て会計処理が異 なる。 しかし,ど ちらのモデルで取得 した排出権であっても,そ の会計的性質

は 「将来の経済的便益が企業 に流入する可能性が高 く,… 信頼性を もって測定できる原価

または価値 を有する鎧)」無形固定資産である。

「キヤツプ ・アンド・トレー ド」モデルによって取得 した排出権について,『解釈指針』3号

は 「政府によって発行 されたか購入したかに関わらず,排 出権はIAS38号 に したがって会計処

理 されるべき無形固定資産であるお)」としている。

「ベースライン ・アンド ・クレジッ ト」モデルによって取得 した排 出権について,企 業会計

基準委員会は 「所有権 の対象 となる有体物ではな く,法 定 された無体財産権ではない ・・36)」

が 「取得及び売却 した場合 には有償で取引 されることか ら,… 財産的価値 を有 している

37)」と考えている。すなわち,排 出権は 「法定された無体財産権 ではないが,無 形の財産的価

値があることか ら,会 計上は無形固定資産に近い性質を有 している認)」と見 られている。1

無形固定資産には,「 のれん,特 許権 借地権(地 上権を含む),… 鉱業権 … 」(財

務諸表等規則第28条)等 があるが,排 出権は,こ れ らの内のどの資産に類する資産であろうか。

『排 出量取引の会計処理』では,「 時間の経過による減価がないこと,及 び陳腐化がないと考え

られることか ら,減 価償却は行わないが,『固定資産の減損に係る会計基準』の対象 となる」(4

(1))と して,償 却不要資産 としている。つまり,規 則的な償却 を行わず,価 値が損なわれた

時に減損処理 を行 う方法が考えられる(『 企業結合 に係る会計基準の設定に関する意見書』三

3(4),)の れんや借地権に近い性質のもの と見られている。

しか し,排 出権は使用できる限度が決 まっている資産である。「ベースライン ・アンド・ク

レジ ット」モデルでは,「 ベースライン」排 出量から下がった分を排出権 として取得すること

になる。その下回った分が使用 し尽 くされた場合には購入する必要が生 じる し,ま た,下 回っ

た分以上 に使用 した場合 にはペナルティーが課されることになる。この ことか ら考えれば

「べ一ス ライン ・アンド・クレジット」モデルによって取得 した排出権は使用に限 りのある資

産であると見 られよう。 また,「 キャップ ・アンド・トレー ド」モデルでは,排 出量の削減に

つながるような新規プロジェク トを実行するか,あ るいは,新 規のプロジェク トを手がけるよ

りも市場で購入 した方が低 コス トで経済的に有利だとして判断 した企業は他社か ら排出権を取
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得することになる。いずれに しても,排 出権は使用することによって消滅することになる。い

ずれのモデルによって取得 した排出権であっても,使 用に限 りがある無形固定資産であると見

るべ きである。

使用 に限 りがある無形固定資産 というと,特 許権,鉱 業権等がある。特許権は償却資産であ

るが,使 用頻度の応 じて価値が減少する資産ではない。これに対 して,鉱 業権は使用頻度に応

じて価値が減少する資産である。鉱業権は,埋 蔵資源のように採取されるにつれてその実体が

部分的に漸次減耗 し澗渇する資産である。ただ,鉱 業権は澗渇 した場合には,再 生が不可能で

あ り,こ の点において排出権 と異なる。排出権は,使 用に応 じて価値が減少するが,再 生可能

な資産である。このように考えると,排 出権 は,林 業における山林のように採取 されるにつれ

て漸次減耗 し澗渇するが,新 たに植林することによって再生可能な資産である。つまり,排 出

権は,山 林のような減耗性資産に該当する資産であるといえよう。

『排出量取引の会計処理』では,「 時間の経過 による減価がないとか陳腐化がない」(4(1))

として,排 出権 について減価償却を認めていない。 しか し,排 出権は使用できる限度が決まっ

ていることから,償 却計算を行 うべ きである。ただ,そ の償却費は減価償却費ではない。使用

した量に応 じて償却するのであるか ら,減 価償却ではなく,山 林のような澗渇性資産 と同様に

生産高比例法による減耗償却 を行うべ きである。例2お よび例3に おいて,排 出権償却費とい

う勘定科 目を用いたが,正 しくは下記のように減耗償却費として処理 し,製 造原価に算入すべ

きである。

(借方)減 耗償却費(製 造原価)× ××万円(貸 方)排 出 権 ×x× 万円

【注 】

1)環 境 省 地 球環 境 局 地 球 温暖 化 対 策課 『京 都 メ カニ ズ ム第6版 』2006年6月p.4.

2)同 上p.5,

3)同 上p.6.

4)同 上pβ.

5)秋 葉賢 一 「企 業会 計 基 準 委 員会(ASB)実 務 対 応報 告 第15号 『排 出量 取 引 の 会計 処 理 に 関す る当 面 の取 扱 い』

の解 説 」rJICPAジ ャ ー ナ ル』No.595p.36,

6)村 井 秀 樹 「排 出権 取 引 と会 計 」 勝 山 進編 著 『環境 会 計 の 理 論 と実 態 』 中 央経 済 社2004年p.187.

7)日 本 経 済 新 聞2006年7月9日

8)日 本 経 済 新 聞2006年2月17日,同2006年1月21日

9)日 本経 済 新 聞2006年2月17日

10)日 本経 済 新 聞2006年6月15日

11)日 本経 済 新 聞2006年2月17日

12)日 本経 済 新 聞2006年7月9日

13)日 本経 済 新 聞2006年2月17日
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14)日 本経 済 新 聞2006年4月15日

15)中 央青 山 サス テ ナ ビリ テ ィ認 証機 構 編 「排 出権 取 引 ハ ン ドブ ッ ク』 中央 経 済 社2005年p.24,

16)環 境 省 地 球 環 境 局 地球 温 暖化 対 策課 上 掲 書p5.

17)中 央 青 山 サス テナ ビリ テ ィ認証 機 構 編 上 掲書p.2L

18)企 業 会 計 基 準 委 員 会i実 務 対 応 報 告 第15号 排 出量:取引 の 会 計 処 理 に関 す る当 面 の 取 扱 い 」2006年7月

14日 改 正1一(2)

19)同 上1一(2)

20)中 央 青 山サ ス テ ナ ビリ テ ィ認 証 機 構 編 上掲 書p.21.

21)国 際 会 計 基 準 審 議 会(IASB)国 際 財 務 報 告 解 釈 委 員 会(IFRIC)「 解 釈 指 針 」3号 「排 出権(Emission

Rights)」para.1(a).

22)同 上para1(a),

23)同 上para1(b).

24)同 上para.1(c)。

25)同 上para.6.

26)IASframeworkpara89.

27)同 上para.1(a).

28)同 上para.8,

29)「 解 釈 指 針」3号para.6.

30)同 上para.7.

31)同 上paralE5.

32)同 上para8.

33)省 エ ネが 既 に 進 ん だ 日本 で の温 暖 化 ガス 削 減 コス トは 二酸 化 炭 素(CO2)一 トン当 た り約98.000円 であ る

の に対 して,排 出権 の 取得 額 は現 在5-10ド ル 程 度 と さ れ る。 先 進 国 の 企 業 に よる排 出権 獲 得 競 争 に よ り

価 格 が 上 昇 す る可 能性 が あ るが,現 状 で は低 コス トであ る(日 本 経 済 新 聞2006年1月21日)。

34)IASframeworkpara.89.

35)同 上paraβ.

36)企 業 会 計 基準 委 員 会 前掲 『取 扱 い』1一(2)

37)同 上1一(2)

38)同 上1一(2)


